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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

連
合
の
業
務
拡
大
に
係
る
業
種
及
び
職
種
の
指
定�

（
雇
用
対
策
課
）　
　

二

〇
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出�

（
観
光
政
策
課
）　
　

二

〇
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
の
委
託�
（
水
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
事
務
の
委
託�
（
林
業
振
興
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除�

（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
三
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し�

（
事
業
管
理
課
）　
　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧�

（
都
市
計
画
課
）　
　

五

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
海
洋
総
合
実
習
船
宮
城
丸
の
漁
獲
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収�

事
務
の
委
託
（
二
件
）�

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　
　

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
証
票
の
無
効�

五

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
告
示�

六

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
〇
二
一
〇
二
二
四

ポ
ッ
プ
石
巻
中
里
教
室

石
巻
市
東
中
里
二
丁
目

五
番
二－

四
号

児
童
発
達
支
援
・

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
グ
ロ

ウ
ア
ッ
プ
ウ
ィ

ズ

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
五
一
二
〇
〇
五
七
〇

運
動
特
化
型
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
Ｊ
ｕ
ｍ

ｐ登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中

江
三
丁
目
五
番
三

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
ぽ
ら

り
す

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
八
一
三

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
く
ろ
っ
く

大
崎
市
古
川
穂
波
四
丁

目
二
一－

一
四

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

合
同
会
社
リ
レ

ー
シ
ョ
ン

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
八
二
一

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
こ
こ
ろ
ん
Ⅱ

大
崎
市
松
山
金
谷
字
沢

前
三
四－

一

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

一
般
社
団
法
人

こ
こ
ろ
ん

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
五
二
八
〇
〇
二
〇
四

Ｐ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
大
崎
西
Ⅱ

加
美
郡
加
美
町
字
町
裏

八
番
二
一－

二

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
み
ー
つ

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
五
三
一
〇
〇
一
三
三

そ
よ
風
こ
だ
ま

遠
田
郡
美
里
町
字
桜
木

町
一
八
五－

二

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

有
限
会
社
タ
ッ

ク
ス

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
五
〇
〇
六
一
五

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
福
祉
合

同
会
社

気
仙
沼
市
松
崎
五
駄
鱈

二
三
番
地
二

短
期
入
所

サ
ン
シ
ャ
イ
ン

福
祉
合
同
会
社

令
和
四
年
三
月

二
十
五
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
六
八
六

有
限
会
社
や
よ
い

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字

岩
口
下
四
六
番
地
の
一

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

有
限
会
社
や
よ

い

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
九
三
七

カ
ー
サ
フ
ェ
リ
ス
千
手

寺大
崎
市
古
川
千
手
寺
町

一
丁
目
七
番
三
一
号

短
期
入
所

有
限
会
社
太
陽

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
九
四
五

ま
は
ろ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
古
川
休
塚
中
谷

地
三
番
地
一

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

ま
ぅ
る
る
株
式

会
社

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
一
二
一
〇
〇
一
〇
九

は
ら
か
ら
蔵
王
塾
（
食

彩
工
房
は
ら
か
ら
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円

田
字
釜
沢
一
三
番
一

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
七
六
七

ツ
ク
イ
大
和

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字

天
皇
寺
八
七

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

株
式
会
社
ツ
ク

イ

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
四
二
一
五
〇
〇
八
〇
二

カ
ー
サ
フ
ェ
リ
ス
千
手

寺大
崎
市
古
川
千
手
寺
町

一
丁
目
七
番
三
一
号

共
同
生
活
援
助

有
限
会
社
太
陽

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
二
〇
二
一
〇
二
二
一

”十
夢
“
湊

石
巻
市
湊
字
鳥
井
崎
一

－

八

共
同
生
活
援
助

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

令
和
四
年
四
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
五
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
社
団
法
人
宮
城
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合

会
の
業
務
拡
大
に
係
る
業
種
及
び
職
種
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
を
し
た
市
町
村
の
区
域
、
業
種
及
び
職
種

区　

域

業　
　
　
　
　

種

職　
　
　
　
　
　
　

種

大
河
原
町

九－

食
料
品
製
造
業

Ｋ－

七
十
八　

�

そ
の
他
の
運
搬
・
清
掃
・
包
装
等
の
職

業

　

注�　

業
種
は
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
十
月
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
の
中
分
類
に
、
職
種
は
厚
生

労
働
省
編
職
業
分
類
の
中
分
類
に
定
め
る
区
分
に
よ
る
。

二　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

宮
城
県
御
崎
野
営
場

二　

変
更
事
項

　
　

指
定
管
理
者
の
名
称

変　
　
　
　

更　
　
　
　

後

変　
　
　
　

更　
　
　
　

前

一
般
社
団
法
人
気
仙
沼
市
観
光
協
会

一
般
社
団
法
人
気
仙
沼
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会

三　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号
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地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
沿
岸
漁
業
改
善

資
金
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
を
令
和
四
年
三
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
四
年
三
月
十
四
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

角
田
市
毛
萱
字
堂
ノ
入
八
十
八
番
地
二　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
南
中
央
森
林
組
合

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
北
原
二
十
一
番
地
一　
　
　
　
　

川
崎
町
森
林
組
合

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
字
田
町
南
一
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
森
町
森
林
組
合

　
　

白
石
市
福
岡
長
袋
字
岩
崎
八
十
一
番
地
の
六　
　
　
　
　
　
　

白
石
蔵
王
森
林
組
合

　
　

黒
川
郡
大
和
町
落
合
松
坂
字
直
南
沢
三
十
九
番
地
二
十
三　
　

黒
川
森
林
組
合

　
　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
万
吉
前
十
九
番
地
の
一　
　
　
　
　
　

宮
城
中
央
森
林
組
合

　
　

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
長
田
百
二
十
九
番
地
の
一　
　
　
　

大
崎
森
林
組
合

　
　

栗
原
市
栗
駒
桜
田
街
道
西
十
一
番
地
九
十
六　
　
　
　
　
　
　

栗
駒
高
原
森
林
組
合

　
　

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
小
池
百
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

登
米
町
森
林
組
合

　
　

登
米
市
東
和
町
米
川
字
小
田
百
十
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　

東
和
町
森
林
組
合

　
　

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
小
麻
七
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

津
山
町
森
林
組
合

　
　

気
仙
沼
市
本
吉
町
坊
の
倉
八
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
吉
町
森
林
組
合

　
　

気
仙
沼
市
赤
岩
牧
沢
四
十
四
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

気
仙
沼
市
森
林
組
合

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
天
王
山
百
三
十
八
番
地
三　
　
　

南
三
陸
森
林
組
合

　
　

石
巻
市
大
瓜
字
棚
橋
下
待
井
六
十
五
番
地
の
一　
　
　
　
　
　

石
巻
地
区
森
林
組
合

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁
目
四
番
四
十
六
号　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
森
林
組
合
連
合
会　

　
　

仙
台
市
青
葉
区
東
照
宮
一
丁
目
八
番
八
号　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
木
材
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
西
堀
添
大
縄
場
八
一
の
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

東
松
島
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取

り
消
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
シ
ビ
ル
エ
ン
ジ
ニ

ア林　

健
一
郎

登
米
市
南
方
町
天
沼
八
十
六
番
地
五

般－

三

第
二
万
二
千
六
百
八
十
九
号

三　

処
分
の
内
容

　

１　

処
分

　
　
　

一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

　

２　

取
消
範
囲

　
　
　

建
設
業
の
営
業
の
全
部

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
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�　

被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
ず
、
令
和
四
年
三
月
四
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号
で
告
示
し

た
が
、
同
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か
っ
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
一
号

　

利
府
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

新
太
子
堂
北
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

名
取
市
飯
野
坂
東
部
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
増
田
二
丁
目
二
番
二
十
号

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
三
月
十
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

役
員
の
定
数

　
　

（
変
更
前
）
第
十
条　

こ
の
組
合
の
役
員
の
定
数
は
、
理
事
九
人
、
監
事
二
人
と
す
る
。

　
　

（
変
更
後
）
第
十
条　

こ
の
組
合
の
役
員
の
定
数
は
、
理
事
七
人
、
監
事
二
人
と
す
る
。

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
四
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
洋
総
合
実
習

船
宮
城
丸
の
漁
獲
物
の
石
巻
市
水
産
物
地
方
卸
売
市
場
石
巻
売
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務

を
令
和
四
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
二
丁
目
十
四
番
地

　
　

石
巻
魚
市
場
株
式
会
社

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
洋
総
合
実
習

船
宮
城
丸
の
漁
獲
物
の
地
方
卸
売
市
場
気
仙
沼
市
魚
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和

四
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
魚
市
場
前
八
番
二
十
五
号

　
　

気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
八
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
令
和
四
年
四
月
四
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
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記

証
票
番
号

○団　

第
三
号
の
〇
〇
四

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
て
い
る
宮
城
県
労
働
委
員

会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
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